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別紙標準様式（第７条関係） 会 議 録 

会 議 の 名 称 第３３期 第７回社会教育委員会議 

開 催 日 時 平成２７年５月２８日（木） 
午後２時００分から 

午後３時４５分まで 

開 催 場 所 輝きプラザきらら ３階 教育委員会室 

出    席    者 

加堂裕規議長、石塚美穂副議長、國光利彦委員、 

志保田務委員、中村奈緒美委員、西田スマコ委員、 

森山孝一老委員 

欠 席 者 青野明子委員、嶋田雅人委員、服部寛治委員、松浦清委員 

案  件  名 

１．高齢化社会における社会教育について 

２．「枚方市立図書館第 2 次グランドビジョン」の総括に

ついて 

３．「枚方市立図書館条例」及び「枚方市立図書館条例施

行規則」の改正について（報告） 

４．その他 

提出された資料等の 

名 称 

・次第 

・資料１．第 6回社会教育委員会議での検討内容まとめ 

・資料２．意見書（素案）超高齢社会における社会教育に

ついて 

・資料３．第 33期第 6回社会教育委員会議 意見等整理表

(案) 

・資料４．１ 枚方市立図書館第 2次グランドビジョンの

進捗状況一覧（平成 23年度～平成 26年度） 

     ２ 第 2次枚方市子ども読書活動推進計画（進

捗管理表 平成 24年度から平成 26年度） 

・資料５．枚方市立図書館第 2次グランドビジョンの総括 

決   定   事   項 

・超高齢社会における社会教育について、必要な修正を行

い、次回意見書案を示す。 

・第 2次グランドビジョンの進捗については、指摘のあっ

た点の修正を行い、次回提出する。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録等の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 １人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
社会教育部社会教育課 
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時間 発言者 審 議 内 容 

14:00 

 
加堂議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

加堂議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定刻２時となりましたので、ただいまから第

３３期第７回枚方市社会教育委員会議を開催いたします。 

 今回の会議は、平成２７年度に入りまして最初の社会教

育委員会議ということで、事務局ではメンバーに異動があ

ったようですので、新しいメンバーの紹介をお願いいたし

ます。 

 

≪事務局より紹介≫ 

 

それでは事務局より出席状況の確認と報告をお願いい

たします。 

 

本日の委員の出席状況は、委員１１人中７人の方が出席

されております。枚方市社会教育委員会議運営要綱第５条

により、過半数の出席がございますので、会議が成立して

いることをご報告いたします。 

なお、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」

第３条に基づき、本会議は公開となっており、傍聴の方が

おられますのでご報告いたします。 

 では、本日の資料でございますが、まず本日の会議の「次

第」に続きまして、資料１「第６回社会教育委員会議での

検討内容まとめ」、これは前回の会議での検討内容の概略

を１枚にまとめたものでございます。 

資料２「意見書（素案）」は、前回の会議でいただきま

したご意見を踏まえまして、事務局で意見書全体について

素案の形でまとめさせていただいたものでございます。 

資料３「第３３期第６回社会教育委員会議意見等整理表

（案）」につきましては、資料２の意見書素案の作成のた

めに、前回会議で委員からいただいたご意見の内容を意見

整理表の形でまとめたものでございます。 

続きまして、資料４「枚方市立図書館第２次グランドビ

ジョンの進捗状況一覧 平成２３年度から平成２６年度」

は、第２次枚方市子ども読書活動推進計画進捗管理表とあ

わせまして、第３次グランドビジョンを今年度策定するに

当たりまして、現在までの取り組みの成果と今後に向けた

課題を明らかにするために、第２次グランドビジョンに基

づく平成２３年度から平成２６年度までの取り組み内容

をまとめたものでございます。 

資料５「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの総
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加堂議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

括」、これにつきましては、第２次グランドビジョンでお

示ししましたサービス展開の方向性につきまして、各サー

ビス種別ごとの総括とビジョン全体にわたる総括を行っ

たものでございます。 

以上、資料の過不足はございませんでしょうか。 

なお、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」

第５条第４項の規定に基づき、配布資料を傍聴者の閲覧に

供しますが、会議終了後に回収いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

 

それでは、次第に従いまして進めてまいります。 

では、案件１の「高齢化社会における社会教育について」

の中の（１）「第５回社会教育委員会議での検討事項の確

認」について、事務局から説明をお願いします。 

 

前回、委員会議での検討事項の確認についてご説明いた

します。資料１「第６回社会教育委員会議での検討内容の

まとめ」をごらんください。よろしいでしょうか。 

こちらは、これまでの経過と前回会議での議論を踏まえ

まして、資料２の意見書素案作成に係る進捗状況をお示し

したものでございます。 

まず、１の「これまでの経過」でございますが、昨年２

月に「高齢化社会における社会教育」というテーマを決定

いただき、５月に社会教育施設の見学会を実施し、７月に

は見学会について意見交換を行っていただきました。 

その後、１１月と本年３月に意見書作成に向けて、基本

的な考え方や高齢化社会における現状と課題の整理、並び

に課題解決に向けた取り組みについてご検討をいただき

ました。 

続いて、２の「意見書素案について」の（１）、これま

での検討経過でございますが、①は意見書素案のうち、前

回会議において事務局で素案として提示いたしましたも

のにつきまして、その内容について確認を行った部分でご

ざいます。 

ここで、資料２の「超高齢社会における社会教育につい

て」をごらんください。よろしいでしょうか。まず、お気

づきのことと存じますが、テーマを従来の「高齢化社会に

おける社会教育」から「超高齢社会における社会教育につ

いて」に変えております。これは素案の１ページ、２の検

討に当たっての考え方のところに書いておりますように、
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本市の高齢化率は平成２５年度で既に２３％に達してお

りまして、高齢化率による分類によりますと、本市は超高

齢社会に分類され、本意見書は本市における課題を取り扱

うことから、今後意見書として教育委員会にご提出いただ

くに当たり、正確な記述を行うために事務局で修正をさせ

ていただきました。ご了承いただきたく存じます。 

続いて１、これまでの経過につきましては、時点修正と

して、第５回、第６回の本委員会議の内容について加筆を

しております。本日の議論を経て、次回、本意見書案を提

出する際には、第７回の会議の内容を加筆し、意見書とし

ていただく際には、次回第８回の会議の内容を加筆したも

のをいただく形となります。 

２の検討に当たっての考え方につきましては、前回第６

回の委員会議において異論はございませんでしたので、確

定できたものと考えております。 

次に２ページに移っていただきまして、３の高齢化社会

の現状と問題点についてですが、この部分につきましては

幾つかご意見をいただきました。しかし、いただきました

ご意見の多くは、後ほどご説明いたしますが、現状と問題

点、そしてそこから導き出される課題そのものというより

は、どちらかというと課題の解決に向けた取り組み方策に

係るご意見が多かったようですので、取り組み方策につき

ましては、５ページ以降の課題の解決に向けた取り組みの

ところで書かせていただき、ここではいただいた意見のう

ち、現状と問題点、そしてそこから導き出される課題その

ものについて加筆させていただいております。 

ここで、４ページの②，課題のところをごらんください。

網かけ部分が加筆した部分でございますが、この網かけの

上の部分に、社会生活におけるつながりの希薄化に対応す

るための課題として、子どもたちの社会参加を促進するこ

とにより、その親である子育て世代の参加を促すことを目

指して、高齢者の生きがいづくりとも関連させながら、地

域づくりにおいて何か子育て世代と結びつける仕掛けづ

くりが必要だと述べております。これに対して、森山委員

から、生産人口の中でまだ子育てをしていない人や子育て

を終えた人が一旦地域のコミュニティから離れるので、こ

の人たちをコミュニティにどのように引き連れてくるか

という部分が抜けているとのご指摘をいただきました。そ

こで、網かけ部分のように、「なお、地域の中には、地域

の学校を卒業後、まだ子育てをしていない地域住民や子育
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てを終えた世代など、一旦地域とのつながりが薄れる住民

がいるので、これらの住民を地域の活動に取り込んでいく

手法についても検討しておく必要がある」と加筆させてい

ただきました。３の高齢化社会の現状と問題点についての

加筆部分は以上でございます。 

それでは、ここで資料３「第３３期第６回社会教育委員

会議意見等整理表案」をご覧ください。よろしいでしょう

か。 

この資料のうち、１ページ及び２ページにつきまして

は、前回お示しをいたしました素案の３、高齢化社会の現

状と問題点までの部分についてのご意見をまとめたもの

でございます。 

それでは、いただいたご意見を順にご説明いたします

が、志保田委員からは論点のところにありますように、高

齢者の就労や社会参加の場づくりへの行政の関与の必要

性についてご意見をいただきました。 

続いて西田委員からは、個人の経済的な豊かさが地域活

動や社会参加を支えていること、地域活動に意欲のある人

たちと地域活動団体とのマッチングの問題、ボランティア

への行政の支援の必要性などについてご意見をいただき

ました。 

松浦委員からは、人口が増加している都市の事例を枚方

市において分析する必要性についてご意見をいただきま

した。 

続いて、志保田委員からは、個人の生活において民生的

側面と教育的側面はセットのものであり、行政がこの両側

面を一体的に捉えて取り組みを進める必要性についてご

意見をいただきました。 

２ページに移っていただきまして、松浦委員からは、経

済的な豊かさが全ての事業の前提となり、経済活性化のた

めには枚方市における部局を超えた仕組みづくりが必要

であるとのご意見をいただきました。 

森山委員のご意見は、先ほどご説明させていただいたと

おりでございます。 

次に、志保田委員からは、行政の取り組みだけでなく、

大学等の地域資源との連携も踏まえたまちづくり視点の

必要性についてご意見をいただきました。 

最後に嶋田委員からは、産学官民連携による地域住民の

つながりを強化するモデルケースの学習の必要性につい

てご意見をいただきました。 
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いただいた委員のご意見につきましては、先ほど加筆し

た森山委員のご意見を除き、素案の４、課題の解決に向け

た取り組みのところで書かせていただいておりますので、

後ほどご説明をいたします。 

ここで、資料１のほうにお戻りください。よろしいでし

ょうか。 

ただいま、２の意見書素案に係る検討経過についてのう

ち、①についてご説明をさせていただきました。 

続いて、②の意見書の記述に向けて検討を行った部分で

ございますが、前回会議においては、素案の３の高齢化社

会における現状と問題点までその内容を文章の形でお示

しし、４の課題解決に向けた取り組みは、文章化に向けて

委員からご意見を伺うため、本市や全国の取り組み事例等

についてご説明をさせていただきました。 

それを踏まえ、委員から課題解決に向けた取り組みにつ

いていただきましたご意見をまとめましたものが、資料３

の３ページ以降となります。 

それでは、再び資料３のほうに戻っていただきまして、

３ページをごらんください。よろしいでしょうか。 

ご意見を順にご説明してまいりますが、松浦委員から

は、解決に向けたご意見のところに書いておりますよう

に、希望を持てるイメージを持ち、段階的な見通しを持っ

て、それをどのように達成していくかというモデルを提示

することの必要性についてのご意見と、続いて一定規模の

事業をするためには一定の予算が必要であり、予算確保の

ためには縦割り行政を排して、市全体で経済活性化に向け

た仕組みをつくることの必要性についてご意見をいただ

きました。 

次に、服部委員から、高齢者の中には社会活動のための

収入ではなく、生活維持のための収入を欲している方が多

くおられ、その意味での就労機会の必要性についてご意見

をいただきました。 

志保田委員からは、社会教育や生涯学習に貢献する学び

のリーダーを養成するための仕組みとして、リーダーの顕

彰や交通費等の活動資金の提供等の必要性についてご意

見をいただきました。 

続いて、服部委員と志保田委員からは、多くの人にボラ

ンティア参加を求めるためには一定の補助が必要である

こと、また一方、有償にすることでボランティアを無償に

近い労働力として扱わないよう留意すべきことについて
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ご意見をいただきました。 

続いて、４ページに移っていただきまして、松浦委員か

らは、単に地域人材を活用した事業を実施するだけでな

く、事業に必要な材料等を地域で入手するなど、地域経済

と結びついた活動に広げることで、経済的な豊かさの維

持・向上に貢献し、コミュニティの活性化に寄与できるの

ではないかとのご意見をいただきました。 

森山委員と中村委員からは、子どもいきいき広場が活動

を続ける中で、一部の子どもと地域の方々の活動にとどま

っている実例を挙げて、コミュニティ活性化の観点から、

地域の学校と子どもを中心として、高齢者と子育て世代を

活動に結びつける実効性のある手法の検討の必要性につ

いてご意見をいただきました。 

國光委員からは、地域とのつながりの再生を意識した、

中学校における土曜授業の活用についてご意見をいただ

きました。 

続いて５ページに移っていただきまして、松浦委員から

は、地盤である枚方を意識しつつ、地元企業と海外とのか

かわりを学ぶなど、世界と地域のかかわりを意識した事業

や、枚方に住む外国人から見た枚方について教えてもらう

など、世界から見た枚方を理解する事業などを通して、世

界の中の枚方を考える機会提供の必要性についてご意見

をいただきました。 

服部委員からは、参加者を募る社会教育事業から、みず

から事業を企画し、実行するリーダーの発掘・育成の必要

性についてご意見をいただきました。 

松浦委員からは、地域活動を担うリーダーの育成におい

て、教育委員会と、地元でボランティア活動を積極的に行

っている方たちとの協力により、高齢者が参加しやすく発

言しやすい事業の企画を行うなど、今までよりも一歩踏み

込んだプログラムの必要性についてご意見をいただきま

した。 

西田委員からは、リーダー育成ばかりでなく、参加者を

募集して実施する講座等を通したコミュニケーションも

重要であり、それをいかに地域づくりに結びつけていくか

が行政の役割であるとのご意見と、地域活動を支える人材

を育成するだけでなく、育成した人材が動きやすい仕組み

づくりも必要であるとのご意見をいただきました。 

次に、６ページに移っていただきまして、志保田委員か

らは、学校図書館への学校司書の配置に関連して、枚方の
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図書館が住民運動によりつくられてきた歴史を踏まえ、担

い手づくりの観点も含めた第３次グランドビジョンの策

定の必要性についてご意見をいただきました。本件につき

ましては、図書館の第３次グランドビジョンの内容に係る

ものでございますので、別途第３次グランドビジョンの検

討の中で議論を深めてまいりたいと考えております。 

最後に、嶋田委員から、時代に合わない事業を継続する

よりも、その時々の地域や社会状況等を踏まえて、今ある

ものを生かしながら新しい事業に転換していく必要性に

ついてご意見をいただきました。 

これらいただいたご意見につきましては、意見書素案の

５ページ、４の課題解決に向けた取り組みの部分にまとめ

させていただいておりますので、後ほどご説明をさせてい

ただきます。ご説明は以上でございます。 

 

今、事務局の説明がありましたけど、「第６回社会教育

委員会議の検討事項の確認」につきまして、皆さんのいた

だいた意見等についてよくまとめていただきまして、お話

がありました。今までの説明について、皆さん何かご質問、

またご意見はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、その皆さんのご意見を踏まえての１の２の、

この委員会議の検討を踏まえた意見書素案につきまして、

ご説明をお願いいたします。 

 

それでは、資料の２の５ページ、４の課題解決に向けた

取り組みをごらんください。よろしいでしょうか。 

この文章は、先ほど資料３でご説明いたしました各委員

のご意見をつなげまして、１つのまとまりのある文章に仕

立てたものでございます。お時間の関係がありますので、

どの部分がどの委員のご意見であるかのご説明は割愛さ

せていただきますが、おおむねご意見は網羅されているも

のというふうに考えております。 

これは委員が初めてごらんになる部分でございますの

で、５ページ以降について読ませていただきます。 

４．課題解決に向けた取り組み、（１）成長性の乏しい

低成長時代における経済的豊かさの維持・向上。経済的豊

かさが脅かされる状況があらわれてきたことによって、地

域社会を支えるコミュニティの衰退や、社会生活における

つながりの希薄化にも影響を与えている。 

経済的豊かさは、市民生活の維持・向上にとって重要で
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あるばかりでなく、ボランティア活動等の地域活動を行う

ためには、交通費等の経費が必要であり、経済的な裏付け

がなければ、意欲はあっても地域活動にも参加できないと

いう事態を招くことから、社会教育の活性化の点からも重

要である。 

経済的な豊かさを維持・向上させるためには、先に触れ

たように、ボランティアに取り組む方たちを含む、いわゆ

る現役世代という意味での生産年齢の引き上げと、より多

くの若い世代に「住みたいまち、住み続けたいまち」とし

て、枚方を選択してもらうことが重要であり、そのために

社会教育行政は、高齢者の就労機会やボランティア機会の

拡大、社会教育側面からのまちの魅力アップに貢献しなけ

ればならない。 

就労機会の拡大については、社会教育部だけでなく、縦

割り行政の弊害を排した戦略的で全市的な取り組みが求

められるため、社会教育の枠組みだけで解決に至るもので

はないが、例えば事業実施に当たり、必要とされる資材の

確保においても、参加する市民とともに、その資材の入手

ルートについて、市内経済の活性化を念頭に学習しながら

入手するなど、事業と市内経済の活性化をリンクさせる取

り組みが求められる。 

社会教育側面からのまちの魅力アップに当たっては、学

校教育の充実とともに、社会教育でも多様な事業展開を行

い、教育文化都市のイメージを市内外の人々に印象づける

ことが必要である。行政が実施する事業だけでは限界があ

るため、市民の自主的な地域における教育文化活動の充実

が求められるが、地域活動に参加する意欲があっても、経

済的な理由により参加を断念する事態を避けるため、可能

な範囲で行政が援助を行うことが望ましい。ただし、援助

を行うことで、活動に参加する人々をほぼ無償の労働力と

して扱うことのないよう、十分に留意することが必要であ

る。また、教育文化活動の充実を考える際には、本市内に

ある多くの大学が持つさまざまな専門的な機能にも着目

し、大学との連携を通じた事業展開を模索することも重要

である。あわせて、地域の活動に熱心に取り組む方たちや、

資金提供を行った方たちの顕彰を行うことも、市民の積極

的な地域活動への参加を促すためには有効な取り組みで

ある。さらに、大阪府和泉市のように、全国的な人口減少

傾向の中で、人口を伸ばしている事例もあることから、そ

のような先進事例に学ぶことも、枚方市の持つ資源を生か
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したサスティナブルなまちづくりを進める上においても

重要である。 

（２）地域社会を支える、地域コミュニティの再生。地

域コミュニティ再生の「てこ」となるものとして、地域の

学校と子どもを中心にして、高齢者と子育て世代をつな

ぎ、活動に結びつけていく考え方は重要な視点である。し

かし、事業参加者と事業運営者の固定化が見られるなど、

事業を継続する中でコミュニティの再生とリンクしなく

なる事例も見られるので、子どもの教育的な観点からの評

価とともに、コミュニティ再生の観点からの事業の評価も

行い、現在の社会状況に沿ったコミュニティ再生に寄与す

る新たな事業展開についても検討していく必要がある。 

小学校では、地域のコミュニティとのつながりも濃く、

さまざまな地域との連携事業も開催されるが、中学校は地

域との接点が薄く、今まで中学生になることが地域と切れ

るきっかけとなっていた面がある。平成２７年度からは、

小中学校ともに年３回の土曜授業を行うことになるが、こ

の授業実施に当たっては、地域社会との連携の視点を踏ま

えて実施することになっており、この授業の有効活用を図

ることで、中学生と地域社会との接点を再生していくこと

が期待される。 

また、地域のコミュニティの再生を考える際には、コミ

ュニティの構成員としての地域住民の問題として考える

だけでなく、コミュニティの再生にも大きく影響する地域

経済活性化の視点からも考えていく必要がある。地域住民

が営む商店や工場等にも目を向け、そこで販売される商品

が店頭に並ぶまでの過程や、製造される商品が完成し販売

されるまでの過程と地域の人々との関わり、世界の人々と

の関わりにも目を向け、自分たちの生活の場である基点と

しての各地域や枚方市全体を念頭に、地域のコミュニティ

の問題を単に閉じられた地域だけの問題とせず、地域から

見た世界、世界から見た地域の視点からもコミュニティ再

生の問題を考えることが重要である。 

（３）社会生活における「つながり」の再生。地域の人々

のつながりを取り戻すためには、それを担う地域住民の存

在が不可欠であるが、既にリタイアし、時間的な余裕を持

つ高齢者の生きがいづくりとも関連させながら、彼らの地

域活動に対する意欲を引き出し、その意欲を具体的な地域

の事業に結びつけていく仕組みづくりが重要である。 

高齢者の中には、何かしたいと思いながら、しかし何を
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したらいいかわからないという方たちも多いため、既に意

欲のある高齢者に対しては、各種ボランティア団体の紹介

など、具体的な社会参加機会の情報提供を行うとともに、

情報提供を行っていることそのものを意欲のある高齢者

に知っていただくＰＲが重要である。 

また、地域の人々のつながりの再生に当たっては、それ

を積極的に進めるリーダーの存在が不可欠である。地域の

さまざまな事業に参加する高齢者等は一定数おられるが、

自らリーダーとなろうとする人材は少なく、現在の地域活

動においても、リーダーの後継者不足が課題となってお

り、リーダーの発掘・育成は、地域のつながりの再生を考

える上において喫緊の課題である。教育委員会と地元で積

極的にボランティア活動に取り組む団体との協力により、

高齢者が参加しやすく発言しやすい事業を企画し、事業の

中からリーダーがあらわれてくるような取り組みを進め

るなど、今までよりも一歩踏み込んだプログラム展開が期

待される。 

さらに、リーダー養成を意図しない事業においても、事

業を進める行政職員や地域のリーダーとの積極的なコミ

ュニケーションを通して、新たなリーダーの発掘・養成を

地道に行うことも重要である。 

一方、行政が進める地域のボランティア育成講座等につ

いては、事業実施後の行政のフォローが重要であり、講座

を受講した技術を持つ人と、その技術を求める人とのマッ

チングにおいて、行政が支援を行うことが人材の有効活用

の観点から求められる。 

最後に、５．枚方市全体としての取り組みの重要性。地

域のコミュニティの再生や、社会生活における人々のつな

がりの再生、それを担保する経済的な豊かさの維持・向上

の課題に取り組むに当たっては、社会教育側面からのアプ

ローチをリードするのは教育委員会の役割であるが、これ

らの課題は地域住民の生活や健康、生業等、民生面とも深

くかかわる課題でもあり、市として総合的に取り組むこと

でより効果が期待できるものであることから、教育委員会

と市長部局が連携し、総合的な戦略の中で取り組んでいく

ことが必要である。 

本文は以上でございまして、最後に多くの委員からご意

見があった、超高齢社会の問題については、社会教育側面

からのアプローチだけでなく、教育委員会と市長部局が連

携して、総合的な戦略の中で取り組んでいくことの必要性
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について書かせていただき、まとめとしております。 

以上が、このたびの社会教育委員会議からいただく意見

書全体をお示しした素案となります。ご説明は以上でござ

います。 

 

ありがとうございました。前回の皆さんの意見も踏まえ

て、非常に立派につくっていただきました。 

皆さん、この意見書素案につきまして、ご意見、または

ほかにつけ加えたいことはないでしょうか。志保田委員、

どうですか。 

 

これは、この前出た意見のまとめなんですね。これから

の展望ですが、いろんなリーダーの養成とか言われている

ことはわかるんですけど、社会教育委員の活用といいます

か、例えばこの前、各施設の見学に行きましたよね。あれ

で随分、単に机に向かっているより実感があったんです

ね。そういうのを生かして、各種の人々が努力する中で、

我々委員も努力しなきゃいかんのじゃないかということ

を思いまして、特に来期からの方に頑張っていただきたい

と思いました。 

 

そうですね。特に、１年間のまとめがきちんとなりまし

て、大変お世話になりました。 

そのほか、どうでしょうか。西田委員、どうですか。 

 

超高齢者というのは、７５歳前後の人たちですよね。生

涯学習市民センターでいろいろと活動していますよね。あ

れがどんな形で今後進んでいったらいいのかなと、私もち

ょっと活動したいなと入っていっているんですけれども、

ただ健康づくりだけでなくて、それが地域に生かせるよう

な何かにつながっていかないのかなということをちょっ

と感じていますけども。 

 

今の西田委員の指摘につきまして、皆さん、あるいは事

務局のほうで何かございますか。 

 

高齢者の方々には、特に生涯学習市民センター等におい

て、さまざまな自主的な活動に取り組んでいただいている

んですけれども、一方で本市の、例えば介護保険事業とい

いますか、高齢者介護の事業の側では介護予防という政策
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課題を抱えているんですね。私どもの社会教育部の中のス

ポーツ振興行政におきましても、もっと市民の方が身近に

スポーツ、健康づくりをしていく、そういった体を動かす、

運動習慣をつくっていかないといけないという政策課題

を抱えております。そういう市民の方々のさまざまな自発

的な動きと、行政のほうが持っている政策課題とをどうう

まくマッチングさせていくのかという、そこが非常に今後

重要になってくると思います。決して行政の下請をしてい

ただくということではないんですけれども、市民の皆さん

の自発的な動きが結果として介護予防につながったり、健

康寿命の増進につながったりするような、そういう仕組み

を何か考えていけないと思っておりまして、社会教育部の

中のスポーツ振興行政では、スポーツ推進計画というよう

な形でそういった問題意識を具体化していこうと今考え

ているところです。今のご指摘を踏まえて、ぜひ具体化し

てみたいなと思っております。 

 

ほかにご意見とか、伺いたいことはございますか。森山

委員、どうですか。 

 

特にないですけども、大分社会教育だけじゃなくて、も

っと違うところも目を向けているような素案になってき

ているので、非常にいいことかなと思います。 

 

中村委員、どうですか。 

 

この前、意見を交換させていただいた時や、この素案を

読んだ時に、私はやっぱり自分が小学校に勤めているとい

うこともあって、自分の小学校の中ではどうかなとか、そ

ういう限られた範囲で考えていたなとすごく思うんです。

それから考えて、もっと視野を広げる必要があるなと。と

いうことは行政も一緒かなというふうに考えていて、今超

高齢社会に向かっていくということは、もうこの平成５０

年度には高齢化率は３３．９％に達する、それに向けてそ

れぞれの今言われたように、ある部分では予防という観点

から体を動かす、運動をする。でも、あるところにいくと、

今度は介護をしている人、それからされている人、そちら

について考えるというけれど、それをそれぞれの担当部署

がばらばらに考えるのではなくて、本当に一緒になって考

えていかないことには、この超高齢社会に立ち向かってい



14 

 

 

 

 

 

 

加堂議長 

 

 

西田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加堂議長 
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加堂議長 
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くということができないんじゃないかなというふうにす

ごく感じます。その中においてこの社会教育は、その中の

この部分を担っているんだというのが見えるようなこと

ができたらいいんじゃないかなというふうに思います。 

 

今のご意見以外でも個別にあると思いますけども、何か

事務局のほうでもご意見はありますか。 

 

それぞれの部分での目的に沿って、いろいろ事業をされ

ていますよね。その中で、リーダーが育ってきているんで

すよね。リーダーをもっと活用できるようにそこで講師を

していた先生方が入れかわって、受講していた人たちが講

師になって、だんだん発展していっている。地域で小さい

教室を開いて、健康づくりのために活動している。ヨガな

んかもそうですし、太極拳もそうですし、いろんな、今お

互い地域で根ざしてきていますよね。そういう現状がある

ので、もっとそれが推進できるような何かがあればなとい

うのを、私もちょっと仕事をやめて時間がありだしたの

で、地域に出ていってそういう中に入っていっているんで

すけど、感じています。本当に小さいグループで、ちょっ

とずつできていっているんですよね、健康づくりのリーダ

ーの人たちが。 

 

國光委員、どうでしょうか。 

 

今、中村委員も言われたように、学校という枠組みだけ

じゃなくて、平成５０年度に３３．９％ですか。私も平成

５０年度、もし生きていたら超高齢になっていますので、

自分のこととしてしっかり考えていきたいなと思います。 

 

今ご意見ございましたが、何かほかにご意見、ご質問は

ないでしょうか。 

それでは、意見も出尽くしたように思いますので、今後

の意見書の取り扱いにつきまして、ご説明をお願いしま

す。 

 

本日いただきましたご意見を踏まえまして、必要な修正

等を行いまして、次回委員会議にて鑑文をつけた形で改め

て意見書案をお示しさせていただきまして、委員の皆様か

らご承認をいただいた時点で意見書として教育委員会が



15 

 

 

 

加堂議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただくという形になる予定でございます。 

 

わかりました。それでは、本案件は終わりまして、次の

２の案件に移りたいと思います。 

案件２の「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの総

括について」、ご説明をお願いします。 

 

第２次グランドビジョンの総括でございますが、例年は

この時期に前年度の取り組みをもとにしたビジョンの進

捗状況についてご説明させていただいております。 

今年度は、第２次グランドビジョンの終期の年度とな

り、次年度以降の図書館のあり方につきまして、第３次グ

ランドビジョンとしてまとめる必要がございますので、ま

だ平成２７年度は終わっておりませんが、２６年度を区切

りとしまして一旦総括をさせていただき、第３次グランド

ビジョンに第２次グランドビジョンの成果と課題を生か

してまいりたいと考えております。 

したがいまして、まず第２次グランドビジョンを策定い

たしました平成２３年度から２６年度の進捗状況につき

まして、資料４でまとめてご説明させていただき、委員の

皆様のご意見を伺った後、第２次グランドビジョンの総括

につきまして、資料５でご説明させていただきます。 

それではまず、資料４のほうからご説明をさせていただ

きます。 

 

それでは、Ａ３横長の資料４をごらんください。 

資料４、枚方市立図書館第２次グランドビジョンの進捗

状況一覧、平成２３年度から２６年度の説明をさせていた

だきます。 

まず、表のつくりについてご説明させていただきます。

一番左端が運営基本方針でございます。次にナンバー、次

にサービスの種別、次に主要なサービス展開の方法、次に

平成２７年度末までの取り組み内容、次に平成２３年度か

ら２６年度の実績でございます。その次に進捗状況の評価

でございます。◎が達成、○が順調に進捗、△が進捗がや

や遅れている、×が未着手となっております。そして右端

が平成２７年度の取り組み予定で、継続的な取り組みにつ

きましては基本的に除いて記入させていただいておりま

す。 

それでは内容となりますけれども、長くなりますので、
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資料の一番左端に書いてあります運営基本方針ごとに、主

要な内容についてかいつまんでのご説明をさせていただ

きます。 

それではまず、運営基本方針１の「市民の生涯学習を支

援する図書館をめざします」のナンバー１－１、図書館利

用者層の拡大のところでは、利用者の年齢層に配慮した図

書館活動や広報活動の推進によりまして、１年に一度でも

図書館の貸し出しサービスを利用した市民の割合、これを

図書館では実利用者率と呼んでおります。その実利用者率

を平成２７年度末までに２５％にするという目標を掲げ

ております。平成２７年度末までの取り組み内容といたし

まして、年齢層を意識した各種行事やさまざまな広報活

動、各フロアでの積極的な案内などを通じまして、実利用

者率２５％を目指すことをお示ししております。 

平成２３年度以降の実績でございます。実績につきまし

ては、各年齢層向けの行事の開催、さまざまな広報活動、

第２次グランドビジョンが特に重点を置いております中

高生層をターゲットにしたブックリストの配布や、中央図

書館及び各分館へのティーンズコーナーの設置、イベント

の実施などを通じまして利用の拡大に努めてまいりまし

た。 

しかし、楠葉図書館、牧野図書館の施設改修工事の実施

によりまして、長期休館をすることとなった影響もありま

して、平成２６年度の実利用者率は１８．３％にとどまり

ました。また、平成２３年度からの全体の傾向といたしま

しても、減少傾向にあるということになりました。ですの

で、進捗状況の評価といたしましては△と、進捗がやや遅

れているということになっております。 

平成２７年度の取り組み予定としましては、利用者層の

拡大のために、中央図書館１０周年を記念したイベントを

各季節ごとに実施することによりまして、市民の図書館に

来るきっかけづくりを実施していきます。また、利用者へ

のレファレンスや調べ物の資料の紹介など、日常的に図書

館で行うサービスの質を向上させて、より市民に信頼さ

れ、活用される図書館の運営を地道に行ってまいります。 

次に、ナンバー１－２、子どもの読書活動の推進でござ

いますが、ここでの主要なサービスの展開の方法としまし

ては、①の第２次枚方市子ども読書活動推進計画の策定、

②の乳幼児からヤングアダルトと呼ばれる中高生までが

読書を楽しめる環境づくりの推進、③の従来午後５時まで
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であった中央図書館の子どもフロアのサービス時間を平

日午後７時までの延長、④の学校図書館との連携の推進、

⑤の子ども読書活動支援のためのボランティアの団体の

育成の５点を挙げております。 

①の第２次の子ども読書活動推進計画につきましては、

平成２４年６月に策定しております。 

③の中央図書館２階の子どもフロアの午後７時までの

開館時間延長につきましても、平成２４年４月１日から実

施しております。 

続きまして、④の学校図書館への支援につきましては、

平成２６年度はこれまでの取り組みに加えまして、中学校

３校の学校図書館へ常駐する図書館司書を３人派遣させ

ていただきまして、図書のありかがわかりやすくなりよう

図書の配列を日本十進分類法に準拠して並べかえ、レイア

ウトやディスプレイの変更などを実施いたしました。ま

た、放課後や夏休み期間の開館の実施や、学校図書館を使

った調べ学習の実施、授業に合わせた教員への本の準備な

どを実施することによりまして、平成２６年度の貸出冊数

が平成２５年度よりも上昇しているという結果となって

おります。 

また、それとは別に、学校への図書の搬送サービスを平

成２６年度に試行的に実施いたしました。平成２７年度は

さらにおすすめ図書の配本パックを学年ごとに分けてセ

ットするなど、学校の利便性の向上を図り、実施してまい

りたいと考えております。 

それから、子ども読書活動推進計画の詳細につきまして

は、恐れ入りますけれども、別紙のほう、この資料４の次

についておりますＡ４の資料を改めてご覧いただけたら

と考えております。 

それでは、資料４の２枚目をご覧いただけますでしょう

か。それでは、続きますナンバーとしまして、１－３成人

サービスの充実と、１－４高齢者サービスの充実のところ

につきましては、幅広い情報提供や成人を対象としました

行事の実施を行うとともに、大活字本の購入など、高齢者

向けの図書の充実に取り組んでいます。運営方針１「市民

の生涯学習を支援する図書館をめざします」のご説明は以

上となります。 

それでは、続きまして、運営基本方針２「図書館資料を

計画的・系統的に収集し、未来に伝える図書館をめざしま

す」について、ご説明させていただきます。 
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まず、ナンバー２－１、図書館資料の充実でございます

が、主要なサービス展開の方向としましては、蔵書計画及

び資料選書基準等の策定による図書館資料の計画的・系統

的な収集と蔵書の特色づくりの推進を挙げております。 

ここでの平成２７年度末までの取り組み内容としまし

ては、枚方市立図書館蔵書計画の策定や、図書館資料の系

統的な収集と、特色づくりのための各種読書会議等の開

催、蔵書のメンテナンスの実施を挙げております。蔵書計

画につきましては、既に平成２３年度に策定いたしまし

た。 

これまでの実績としましては、蔵書計画に基づく専門的

な知識を生かした選書から、書庫入れや修理、除籍、買い

かえ等の蔵書のメンテナンスまでを実施し、その結果、蔵

書冊数が平成２６年度、小さな字で恐縮ですけれども、１

２６万７，４８２冊となっております。 

続きまして、ナンバー２－２、枚方地域コレクションの

構築と専門的なレファレンスでございます。こちらは、図

書館の特色づくりのもう一つの特色となるものでござい

まして、ここでの主要なサービス展開の方向としまして

は、①の枚方にかかわる資料を幅広く収集する枚方地域コ

レクションの構築、②の枚方地域コレクションに関する幅

広いレファレンス対応を挙げております。 

平成２７年度までの取り組み内容といたしましては、蔵

書計画に基づく枚方地域コレクションの収集、公開基準を

定めてのコレクションの公開、地域資料や郷土資料、枚方

関連の新聞記事のＰＤＦ化によるレファレンスへの活用、

地域コレクションに関するレファレンスの事例等の蓄積

によるパスファインダーの作成を挙げております。なお、

パスファインダーとは調べ方案内と呼ばれており、特定の

テーマに関する資料等の調べ方を案内するものです。例え

ば、交通事故に遭い、法的にどのような対応が可能かを調

べたいときに該当するパスファインダーを見れば、基礎知

識を得るための本の紹介や各種判例を示した本、関連デー

タベースの紹介、相談等ができる運営機関の案内などをま

とめて見ることができるものです。 

平成２７年度の枚方地域コレクションの蔵書冊数、平成

２６年度の枚方地域コレクションの蔵書冊数は、２万７，

４２９冊となっておりまして、平成２３年度と比較します

と４，１２０冊の増加となっております。また、中央図書

館５階にあります市史資料室との連携によりまして、枚方
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の郷土に関するレファレンスを行っております。パスファ

インダーにつきましては、平成２５年度と２６年度で健

康・医療、枚方の戦争・平和、地図、郷土、防災・防犯、

統計、子育て・教育の７種類のパスファインダーを作成し

ております。こちらにつきましては、インターネットで公

表するとともに、窓口などでも案内をしております。運営

基本方針２の「図書館資料を計画的・系統的に収集し、未

来に伝える図書館をめざします」の進捗状況のご説明は以

上となります。 

では、３枚目に移らせていただきます。運営基本方針の

３「市民のニーズに応えて、役に立つ図書館をめざします」

のナンバー３－１、インターネット予約システムの充実や

リクエストサービスの推進のところでございますが、主要

なサービス展開の方法の①、インターネット予約システム

の利便性の向上につきましては、平成２３年度に既に実施

しております。②のリクエストへの可能な限りの対応につ

きましても、他の自治体の図書館との相互貸借等により、

できる限り対応させていただきました。 

続きまして、ナンバー３－２、レファレンスサービス等

の充実でございますが、主要なサービス展開の方法といた

しまして、レファレンスサービス、読書相談機能の積極的

な利用の働きかけを挙げております。まず、レファレンス

ですが、図書館ではよく参考調査や調べ物相談と略されて

おりますけれども、何か調べたい物事が載っている本を見

たいといったご相談についてお応えするサービスとなっ

ております。読書相談といいますのは、例えば赤ちゃんに

初めて本を与えるときはどんな本がいいのですかといっ

た、そういった課題に照らすような、どの本を読めばいい

かということに関する相談と本市では考えております。ま

た現代では、社会が成熟しまして、組織や個人がみずから

選択して決断しなければならない機会がふえており、より

専門的な知識を求められる機会もふえております。レファ

レンスサービスの必要性がこれらによって増すと考えて

おりますので、日常的にレファレンスサービスを実施する

とともに、２７年度までの取り組み内容にございますよう

に、市民や図書館利用者に対して、このサービスの周知に

改めて努めてまいります。 

また、先ほども出てきましたパスファインダーでござい

ますけれども、利用者からの質問や相談を意見で待ってい

るだけではなく、パスファインダーを活用して問題の解決
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に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

次、ナンバーの３－３となります、情報通信機器を活用

したサービスの充実でございますが、主要なサービス展開

の方法としまして、①商用オンラインデータベースなどの

情報通信機器を生かしたサービス提供の推進、②の電子書

籍の動向の積極的な調査研究を挙げております。 

平成２７年度末までの取り組みとしましては、中央図書

館等に設置しております、インターネット端末や商用オン

ラインデータベースの利用促進。電子書籍につきまして

は、既に電子書籍を導入した公共図書館の動向や著作権処

理に関する調査研究、本市の図書館への導入を想定した場

合の電子書籍の範囲や必要となるコンピューターシステ

ムについての検討などでございます。現在のところ、業界

として発展途上にあるため、２７年度も継続して情報収集

を行っていきたいと考えております。運営基本方針の３

「市民のニーズに応えて、役に立つ図書館をめざします」

の進捗状況のご説明は以上でございます。 

それでは続きまして、運営基本方針の４「だれもが使い

やすく、市民とともに歩む図書館をめざします」のナンバ

ー４－１、障害者・高齢者サービスの充実をごらんくださ

い。主要なサービス展開の方向性につきましては、①の視

覚障害者や高齢者向けの大活字図書や点字・録音図書、聴

覚障害者向けの手話、字幕付の映像資料の充実。②の視覚

障害者等に活字資料を対面で読んで聞いていただく対面

朗読の継続。次のページにまたがりますけれども、③の手

話を交えて行う、手話で楽しむおはなし会などのバリアフ

リー行事の継続。④の図書館利用が困難な障害者・高齢者

向けの宅配サービスの調査研究を挙げております。 

④の宅配サービスにつきましては、平成２６年７月から

開始いたしました。平成２６年現在で、３９９冊の貸し出

しとなりました。中央図書館の窓口での利用者からのお声

としましては、体が不自由だけれども本は読みたいので、

送ってもらえるサービスは非常に助かっていますといっ

た声や、また本館の窓口でも、図書館に来館するのに苦労

されている人に宅配サービスについて紹介すると、利用し

てみたいといった声が寄せられております。 

次に、ナンバー４－２、図書館活動への市民参加と市民

意見の反映でございますが、主要なサービス展開の方向性

につきましては、市民参加として、①の図書館ボランティ

ア活動の一層の発展と、ボランティアが自主的に活動でき
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るシステムづくりの推進を挙げ、市民意見の反映としまし

て、②の外部委員からの意見調書、③のご意見箱の設置な

どのほか、積極的な市民意見の収集を挙げております。 

平成２７年度までの取り組み内容といたしましては、図

書館ボランティアの活動内容に即した研修とグループ化、

図書館運営に第三者の意見を取り入れるための社会教育

委員の皆様からの意見の聴取、さまざまな手段を用いての

市民意見の収集を挙げておりまして、これらは既に実施し

ております。 

次にナンバー４－３、図書館の施設・設備の改修・改善

につきましては、本市の市有建築物保全計画に則りまし

て、施設の改修等を行っております。昨年度も、空調であ

るとか給排水などの必要な改修工事を実施しております。

また、その下の香里ケ丘図書館につきましては、平成２４

年度に耐震診断を実施したところ、耐震性に問題はないこ

とが判明いたしましたが、全体的な老朽化は否めないもの

がありますので、建てかえについての検討を進めていきた

いと考えております。運営基本方針４の「だれもが使いや

すく、市民とともに歩む図書館をめざします」の進捗状況

のご説明は以上でございます。 

それでは、また１枚めくっていただきまして、運営基本

方針の５「効率的効果的なサービス提供を行う図書館をめ

ざします」のナンバー５－１、効率的効果的な運営体制の

構築のところでございますが、主要なサービス展開の方向

性としましては、①の正職員司書を中核とした多様な任用

形態の職員を活用した職員配置でございます。②の市内全

域を図書館サービスがカバーすることを前提とした、図書

館各施設と自動車文庫の最適な役割分担と配置。③の分室

のサービス圏域や利用状況を踏まえた抜本的な再構築。④

の図書館各施設の利用状況に即した開館時間帯の見直し

を挙げております。こちらの部分につきましては、平成２

７年度には、分室と自動車文庫のあり方を検討し、第３次

グランドビジョンに反映させていきたいと考えておりま

す。また、分室の午前開室を藤阪分室、宮之阪分室、氷室

分室で実施いたしまして、その実施状況についても検証を

行ってまいります。 

次に、ナンバー５－２、職員の資質の向上と人材育成に

つきましては、主要なサービス展開の方向としまして、業

務の専門性を踏まえた図書館職員の資質向上とリーダー

シップのとれる人材育成を挙げております。職員の研修に
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つきましては、障害者サービスや図書検索、レファレンス、

著作権に関する研修など、図書館業務に関する研修の受講

とともに、市職員として求められる心構えや技能を身につ

けるための研修の参加を促しました。 

続きまして、５－３、適切な蔵書管理でございます。実

績といたしまして、平成２３年度と同様に蔵書点検を全館

で実施いたしました。ＢＤＳ、図書の盗難防止装置につき

ましては、平成２３年度に既に設置しております。分室へ

の防犯カメラの設置につきましては、導入経費、効果、個

人情報の取り扱いの観点から課題があったため、防犯ミラ

ーを設置することで対応いたしました。また、長期延滞を

している利用者に対する貸出制限につきましては、平成２

３年度に改定しました枚方市立図書館条例施行規則に基

づきまして、貸出制限を実施いたしました。平成２６年度

の貸出制限者につきましては、１０６人という結果でござ

いました。運営基本方針５の「効率的効果的なサービス提

供を行う図書館をめざします」の進捗状況のご説明は以上

でございます。 

長い間、ありがとうございます。進捗状況の説明につい

ては以上になりますので、ご質問、ご意見等ありましたら

お願いいたします。 

 

ただいま、事務局から資料４に基づきまして、第２次グ

ランドビジョン、平成２３年度から２６年度までの進捗状

況につきまして説明がありました。総括がまた資料５であ

ると思いますので、今までの説明につきまして、皆さんの

ご意見とかご質問はないでしょうか。 

 

３点伺いたいんですけど、１つは大きい枠の２－１、蔵

書計画ですが、ここで進捗状況の評価に○とついているん

ですけど、これを見ますと、一般書の蔵書冊数は決して増

えていないんですね。減っているんですね。このことは、

ある意味では図書館の本は必ず増えなければならないと

いうものではないのですが、ウエイティングというか、新

鮮かということで、減ってもいいんですけれども、常に減

る傾向にあるというような感じがありますが、これは果た

して○でいいのかと。予算等の逼迫が響いているのではな

いかなという気がして、これは○でいいのかなという気が

いたしました。 

それからもう二点だけ、めくりまして３－３というとこ
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ろなんですが、ここで電子書籍とかにつきまして検討され

たということがあるのですが、これも○とついているんで

すけれども、ある状況であることがわかったというのは、

これは行政手段としては軽いというか、据わりの悪い表現

であるというふうに思います。あることを把握し、かつ検

討を進める、重ねることとしたとか、そういうことでない

と、行政者がわかったというのでは市民は納得しないと思

います。そこで、それを把握し、継続検討することとした

ということとしてほしいと思いますし、大体これが、いわ

ば表面的には進捗していないんですね。だから、このこと

の評価が○でいいのか、あるいは○とか△とかいう問題じ

ゃないかなという気がするんですね。 

それでもう一点、次の４－２というところの②というと

ころ、これはなぜか進捗の評価というところが無印になっ

ているんですね。これは見てみると、何もやっていないの

かというとそうではなくて、２６年度にも意見の聴取をし

たというふうにされていますので、ある種の評価があって

もいいのではないかというふうに思いました。 

主に評価ということをポイントとして、３点質問いたし

ました。以上です。 

 

ありがとうございます。  

まず、最初の蔵庫冊数というところで今ご意見をいただ

きましたように、必ずしも増えていなければならないとい

うことはないだろうけれども、検討していくというような

ことでお話がありました。既に御存じかもしれないですけ

れども、蔵書のメンテナンス、副本がたくさんある本につ

きまして、もう旬が過ぎた、ただ保存していく分につきま

しては残しておく。それから、破損等によりまして、利用

に耐えられない本になっていきます。そういったことにつ

きましてメンテナンスをして、除籍をしていく中で、購入

冊数を上回るような除籍冊数が出てきた年度がありまし

たので、一部、２３年度と２４年度の間で減少ということ

がありましたけれども、その後につきましては若干ながら

上昇しているというような傾向となりました。 

次に３－３のところで、やっぱり今ご指摘がありまし

た、語尾のほうが非常に話し言葉のような語尾であったと

いうこともありますので、また改めて文言の修正、検討を

させていただきたいと思います。 

その次のページの４－２の②のところで、進捗状況の評
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価が空欄になっているということにつきましては、非常に

申しわけございませんでした。ここは○になるところでご

ざいます。 

 

最初のやつは結局、○でいいんでしょうか。 

 

具体的な要因については、今、副館長が申し上げたとい

うことで、あと志保田先生が予算の確保なんかも含めてど

ういう努力があったのか、それがどういう評価になってい

るのかというご意見だったと思うんですけれども、確かに

予算の確保というのはなかなか難しいところがございま

すが、我々図書館運営全体の中では、予算の中で工夫をい

たしまして、毎年図書購入費についてはできるだけ増やし

ていく、増額ができるような形で取り組んできております

ので、そういう面からして、我々としては○という評価を

させていただいたと。冊数ということではなしに、そのよ

うな評価を自らさせていただいたということでございま

す。 

 

了解をしているんですけれども、表現とのアンバランス

がちょっと気になります。 

 

その辺もちょっと書き加えさせていただくような形で、

○との関連性がわかるような形でさせていただきたいと

思います。 

 

よろしくお願いします。ほかの委員の方から、ご意見と

か何かないでしょうか。 

 

２つあるんですけれども、１ページ目の１－２の④、学

校図書館司書を中学校に派遣するということで、今３人、

試験的に派遣していただいているんですけども、最初に出

たときも申し上げさせてもらったんですけども、ぜひ推進

していってもらいたいということで、今やっている３校、

うちの学校は入っていないんですけれども、ぜひ成果、課

題を出して、検討していただいて、全市的に進めていただ

ければなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお

願いします。どこの中学校もやっぱり子どもたちの読書活

動が大事だというのはよくわかっておりますし、それなり

にどこの学校も取り組んでいるんですけども、加えて司書
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を配置してもらえたらそれだけ効果が上がるんだという

ことを市民にも説明していけることだと思いますので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

それと、３枚目なんですけども、３－３の②の、さっき

ちょっと挙がっておりました電子書籍のところなんです

けども、これも右端のほうに、「先行市の動向を注視し」

とあるんですけども、例えば中学生とか若年層の子は、図

書館へなかなか足を運べなくてもこういう形での貸し出

しとかそういうのがあれば、利用自体は進んでいくのかな

ということがありますので、どういう市が先行しているの

かというのは私も不勉強で知らないんですけれども、そう

いう情報も教えていただいて、著作権とかいろいろ課題は

多いんだと思うんですけれども、例えばさっき出ていた超

高齢の方々も、図書館には行けなくてもひょっとしたら電

子書籍で活用できたりとか、そういうこともあるかと思う

ので、こういう部分も大事なところだなと思っています。

もうちょっと今の状況について、わかっている範囲で、も

しあれば教えてもらえたらありがたいなと思います。先行

市の状況とかですね。 

 

ありがとうございます。 

まず、中学校３校での司書を推進してというようなこと

ですけれども、今後は全中学校への配置に向けまして、取

り組んでいきたいと考えております。また、各中学校には

その校区内にまた小学校がありますので、今現在も徐々に

取り組みつつありますけれども、中学校に配置した学校司

書のほうが小学校のほうにも出ていったり、配列等、アド

バイスをしまして、本を探せるような棚づくりというもの

に取り組んでいきたいと考えております。また、きちっと

した数値というのはまだ聞いてはいませんけれども、学校

司書が配置された中学校の子どもたちが本を読む機会が

増えたというようなことは聞いておりますので、貸出冊数

もそうですけれども、意識の中でもそういう思いが出てき

ているというようなことは聞いております。 

続きまして、電子書籍の関係ですけれども、これがまた

利用者としましては、図書館流通センターであるとか、日

本ユニシスであるとか、紀伊國屋、それからアイネオとい

う会社、それぞれありまして、貸し出しの方式等もばらつ

きがあります。また、これまではこうだったけれども次は

こういうプランで考えていますという提案などもいただ
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いている状況です。それぞれの市のタイトル数につきまし

ても、まだ数十のタイトル数の館もあれば、数百のタイト

ル数、１８００ほどのタイトル数の所蔵している図書館が

あるというふうに今のところ聞いております。非常に雑駁

ではございますけれども、また継続して調べていきたいと

思います。以上です。 

 

ほかの点について、どうでしょうか。 

 

私も１－２の④の学校図書館との連携というところで、

小学校で今試験的に昨年度も配送サービス、そして今年度

もというふうに校数をふやしてということでやっていた

だいています。うちの学校は幸いなことに、昨年度も今年

度もお世話になっているのですが、これはもう今までにな

いぐらい画期的にありがたい事業だなと思っています。 

やっぱり小学生が本を読む習慣、ここでつかなければ、

なかなか次へというのが難しいんですけれども、本当に学

年に応じたといっても、同じ学年でも文字の多いものを好

む児童もいれば、絵本に近いものを求める子どももいるん

ですけれども、それに合わせた絵本に近いものから文字数

の多いものまで入れていただいて、本当に感謝していま

す。それで、意識を高めてもらいたいと思って、図書館か

ら貸していただいた本だけを入れる本立ても学校で用意

して、各クラスに置いているんです。この本をきっかけに、

また子どもたちは手を伸ばせば本がある環境を維持して

いきたいと思います。 

学校の図書室は本当に貧弱で、新しい本も少ないんです

けど、それでも新しい本を求めて図書室にやってくる子が

増えたりしています。そんな中で、先ほども中学校への司

書の派遣の話がありましたが、司書教諭は小学校にも全部

いるのですが、やっぱり担任と兼務が多いので、意識とし

ては以前に比べたら司書教諭の意識は高まっていること

は間違いないのですが、やっぱり実質的な仕事としては、

図書室に行ったときに司書の方にこんな本ないかなとか、

こんなのはと言ったときに、すぐに答えてもらえる環境と

いうのが次へつながるというふうに思うので、まずは中学

校というのはわかるのですが、中学校からそれぞれの小学

校へというとなかなか広がりが見えないので、予算的なこ

ともあって大変かとは思いますが、小学校のほうにもお願

いしたいです。もう明らかに司書がいる他市の小学校へ見
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学に行くと、子どもの利用状況、それから本を読む率が明

らかに違いますので、その辺のところも将来にもつながっ

ていくかなと思うので、よろしくお願いします。 

 

ほかにどうでしょうか。 

それでは、今の進捗状況一覧につきまして、ほかに意見

がないようですので、次に総括についての説明をお願いし

ます。 

 

それでは、資料５になります、「枚方市立図書館第２次

グランドビジョンの総括」をご覧ください。 

本総括資料は、第２次グランドビジョンでお示しした、

各サービス種別ごとの取り組みの方向性について、その具

体化としての取り組み結果の評価と今後の課題を示し、最

後に第２次グランドビジョン全体の総括を行ったもので

ございます。 

順にご説明してまいりますが、まず１「市民の生涯学習

を支援する図書館をめざします」の１－１、図書館利用者

層の拡大ですが、ビジョン策定当初、１年に一度以上貸し

出しサービスを利用した市民の比率が２０％程度であっ

たものを２５％まで増加させる目標を立てて取り組みを

進めましたが、少子化や全国的な図書館利用の減少傾向の

中で比率を増加させることができませんでした。新規登録

者は増加傾向にありますので、今後は開館日数や開館時間

帯等の増加の取り組みを進める中で、利用者増加に向けた

取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

次に１－２、子ども読書活動の推進でございますが、第

２次子ども読書活動推進計画の策定と、同計画に基づくさ

まざまな事業の実施、学校図書館への学校司書の派遣や学

校巡回便の試行など、子ども読書環境の整備に努めまし

た。今後は、本市の小中学生が本を読まない不読率が高い

ことにも留意をして、全中学校への学校司書の派遣を初

め、学校図書館との連携を強めながら、子ども読書活動を

今まで以上に推進してまいります。 

続いて１－３、成人サービスの充実につきましては、蔵

書構成の見直しや読書会、ロビーコンサートといったさま

ざまな事業の実施を通して、成人の利用を促しました。今

後は情報リテラシーの育成やビジネス支援など、市民の課

題解決を意識した取り組みを進めてまいります。 

１－４、高齢者サービスの充実につきましては、通常の
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活字が読みにくい高齢者等のために大活字図書の充実を

図るとともに、高齢者の関心の高い医療・介護情報の収集

にも努めました。今後は成年後見制度や闘病記といった、

さらに幅広い高齢者の関心の高い分野の資料充実と、ボラ

ンティア機会の提供による高齢者の生涯学習や生きがい

づくりに貢献してまいりたいと考えております。 

続いて２ページ、２の「図書館資料を計画的・系統的に

収集し、未来に伝える図書館をめざします」の２－１、図

書館資料の充実については、蔵書計画を策定し、バランス

のとれた蔵書の構築に努めるとともに、定期的に図書の入

れ替えを行い、魅力ある書架の維持向上に努めました。今

後は選書を行う職員の力量アップに努めるとともに、選書

方法の改善などを進めていきます。 

２－２、枚方地域コレクションの構築と専門的なレファ

レンスにつきましては、コレクションの充実に努めるとと

もに、書誌データの整理や郷土・行政資料の電子化にも取

り組みました。今後は枚方地域コレクションの認知度アッ

プに努めるとともに、さらなるコレクションの充実、郷

土・行政資料の電子化に努めてまいります。 

続いて、３の「市民のニーズに応えて、役に立つ図書館

をめざします」の３－１、インターネット予約システムの

充実やリクエストサービスの推進につきましては、インタ

ーネット予約システムの改修を図り、市民の利便性を高め

るとともに、毎年度７０万冊を超えるリクエスト対応を行

いました。今後は予約・リクエスト提供体制の充実に努め、

また蔵書の充実も図りまして、より早く予約・リクエスト

図書が提供できるよう取り組んでまいります。 

３－２、レファレンスサービス等の充実につきまして

は、サービスの周知に努め、求めに応じて必要な資料・情

報の検索・提供を行うとともに、問い合わせの多い内容に

つきましてはホームページで情報提供を行うなど、レファ

レンス事例の公開にも努めました。今後は市民の課題解決

に向けた支援の強化を行い、職員が持つ専門的なノウハウ

を生かして、レファレンスサービスの充実に努めてまいり

ます。 

３－３、情報通信機器を活用したサービスの充実につき

ましては、商用オンラインデータベースやインターネット

端末の提供に努め、また電子書籍の導入可能性について調

査研究を行いました。今後も同様の取り組みを継続し、電

子書籍については導入に向けた積極的な情報収集を行っ
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てまいります。 

続いて３ページ、４の「だれもが使いやすく、市民とと

もに歩む図書館をめざします」の４－１、障害者・高齢者

サービスの充実につきましては、大活字図書、録音・点字

図書、字幕付映像資料などの製作・収集など資料の充実を

図り、対面読書や音訳協力者の育成に努めました。また、

バリアフリーおはなし会などの行事や宅配サービスを実

施し、障害者を含めた全ての図書館利用者の読書環境の整

備に努めました。今後は先進的な障害者サービス提供の継

続とともに、そのＰＲも積極的に行ってまいります。 

４－２、図書館活動への市民参加と市民意見の反映につ

いては、中央図書館で１００人規模のボランティア機会の

提供を行うとともに、市内で活躍されているおはなしボラ

ンティアとの交流も行いました。また、社会教育委員会議

や利用者アンケートなど、市民意見の収集に努め、図書館

活動に反映いたしました。今後はボランティアのスキルの

向上に向けた取り組みなど、より市民意見が反映されるよ

うな取り組みを進めてまいります。 

４－３、図書館の施設・設備の改修・改善につきまして

は、市有建築物保全計画に基づく施設改修を行いました。

また、香里ケ丘図書館の建替えを視野に検討を行いまし

た。今後は引き続き、市有建築物保全計画に基づく施設の

改修を進めるとともに、香里ケ丘図書館の建替えに向けて

さらなる検討を進めてまいります。 

次に、５の「効率的効果的なサービス提供を行う図書館

をめざします」の５－１、効率的効果的な運営体制の構築

につきましては、多様な任用形態の採用による適材適所の

職員配置を通して、人件費の削減に取り組みました。自動

車文庫につきましては、危険な路上ステーションの見直し

を図りました。また、「これからの市立図書館運営につい

て」をまとめて、これからの図書館運営のあり方に係る考

え方を公開いたしました。今後は、第３次グランドビジョ

ンの検討の中で、「これからの市立図書館運営について」

の考え方を具体化してまいります。 

５－２、職員の資質向上と人材育成につきましては、市

立図書館内外での研修に積極的に参加させることにより、

職員のスキルアップを図りました。今後は司令塔機能を担

うこととなる中央図書館の職員のスキルの向上を念頭に、

より高度で専門的な知識・技術の研修と、高齢化が進む専

門職員が持つスキルの若い世代への継承を行ってまいり
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ます。 

５－３、適切な蔵書管理につきましては、全館で１年に

一度、蔵書点検を行う体制を確立するとともに、全分館に

盗難防止装置を設置いたしました。また、長期延滞など悪

質なルール違反者に対して厳正な措置をとるために、枚方

市立図書館条例施行規則の改正も実施いたしました。今後

はより魅力的な蔵書を維持するため、蔵書管理基準の改正

も含めた取り組みを進めてまいります。 

５－４、機械化・情報化などの検討につきましては、省

力化の観点から自動貸出機の導入を行いましたが、利用は

下降傾向にあり、改めて省力化に寄与する機器の導入につ

いて検討を進めてまいります。 

以上が、各サービス種別ごとの総括でございますが、続

いて全体総括についてご説明いたします。 

第２次グランドビジョンは５つの運営基本方針を定め、

平成２３年度から２７年度に至る５カ年の中期的なビジ

ョンとして策定をいたしました。 

運営基本方針の１つ目、「市民の生涯学習を支援する図

書館をめざします」につきましては、その取り組み内容に

つきましては先ほどご説明させていただいたとおりでご

ざいますが、これらの取り組みを通じて、我々としては取

り組み全体として市民の生涯学習支援の役割を果たすこ

とができたというふうに考えております。 

運営基本方針の２つ目、「図書館資料を計画的・系統的

に収集し、未来に伝える図書館をめざします」につきまし

ては、先ほどご説明いたしました取り組みを通じて、計画

的・系統的な図書館資料の収集と保存体制が確立できたと

いうふうに考えております。 

５ページに移っていただきまして、６行目の運営基本方

針の３つ目、「市民のニーズに応えて、役に立つ図書館を

めざします」につきましては、ご覧のようにさまざまな取

り組みを通して、市民のニーズに応え、役に立つ図書館運

営を行うことができたと考えております。 

運営基本方針の４つ目、「だれもが使いやすく、市民と

ともに歩む図書館をめざします」につきましては、先ほど

説明した取り組みを通じて、市民の声を生かしながら誰も

が使いやすい図書館の構築が進んだというふうに考えて

おります。 

運営基本方針の５つ目、「効率的効果的なサービス提供

を行う図書館をめざします」につきましては、ごらんのよ
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うにさまざまな取り組みを通じて、効率的効果的なサービ

ス提供体制が確立できたと考えております。 

以上を踏まえまして、枚方市立図書館第２次グランドビ

ジョンにつきましては、全体としてその目的を達したと考

えておりまして、残る課題につきましては第３次グランド

ビジョンに引き継いで、課題解決に向けた取り組みを進め

てまいります。 

第３次グランドビジョンでは、貸出利用に限定すること

なく、場としての図書館をより多くの市民にご利用いただ

けるよう仕組みづくりを行うとともに、中央図書館を司令

塔とした運営体制の構築や、効率化により生み出した資源

をサービス向上に充てるなど、今まで以上に魅力ある図書

館づくりを進めるための方向性をお示ししてまいりたい

と考えております。 

ご説明は以上でございます。 

 

ただいま事務局から第２次グランドビジョンの総括に

ついて説明がありました。皆さんこれについて、何かご意

見、ご質問はないでしょうか。 

 

細かいことも含みますけども、２ページの３－１のとこ

ろに、インターネット予約システムの改修を行いとあるの

ですが、僕は細かい国語の知識とかは余りないのですが、

こういう改修というのはコンピューターの世界では使わ

ないですよね。改善でよろしいんじゃないかなというふう

に思いますが。それも、僕がわからないから言っているの

かもしれません。 

それから、わからない話では、この２ページの下から４

行目のところに、またさっきのわかったというのがありま

すけど、これは使わないほうが。 

それから３ページのところで、５－１のところで、運営

体制の構築なんですけれども、この中で考え方を明らかに

したと言っていますけど、考え方なんでしょうかね。方向

性を明らかにしたということで、考えるとかいう、さっき

のわかったとかいうのも人間的な気持ちとしてはわかる

んですけども、行政としては考えたりわかったりする程度

ではいけないんじゃないかなと思いますけども。 

細か過ぎてすみませんが、大体まとまっていると思いま

すが、５ページのところで、運営方針の３つ目というとこ

ろに予約サービスのカスタマイズというのを評価してい
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るわけですけれども、予約サービスの電子化ということは

評価できると思うんですけれども、カスタマイズするとい

うことは必ずしも褒められたことではないというか、世間

との融通性とかＩＬＬとかを考えたら、余りカスタマイズ

しないほうがいいという面もあると思いますので、予約サ

ービスの電子化、構築とか、そういうふうになさっていた

だいてはどうかなというのをそこで感じました。 

それから、最後に第３次ビジョンではというところのく

くりの前に、残る課題については第３次ビジョンに引き継

ぎ課題解決に向けた取り組みを進めていくとあるのです

が、これは図書館用語として課題解決というのは、さっき

のご説明の中にあったときには、いわばレファレンスとか

質問とかいうときに使っておりましたので、細かいようで

すけれども、ここでは課題の解決という、業界用語がジャ

グジーというのがあるわけですので、それで課題の解決と

いうふうになさったほうがよろしいのではないでしょう

か。 

細かい点ばかりですみません。 

 

ただいま委員のほうからご指摘のあった点につきまし

ては、修正を行いまして、次回ご提出させていただきたい

と思います。 

 

ほかにご意見はないでしょうか。どうでしょうか。 

それでは、ご意見がないようですので、今後の取り扱い

につきましてどうするか、事務局のほうでお願いします。 

 

本日、いただきましたご意見を踏まえまして、資料の必

要な修正を行うとともに、次回委員会議にて本日いただい

たご意見をもとに鑑文をつけた形で意見書案をお示しさ

せていただきまして、委員の皆様からご承認いただいた時

点で意見書として教育委員会がいただく形となります。 

 

わかりました。 

では次の案件といいますか、報告事項であります３の

「『枚方市立図書館条例』及び『枚方市立図書館条例施行

規則』の改正について」報告をお願いします。 

 

条例の改正内容につきまして、ご説明させていただきま

す。 
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まず、改正ですけれども、指定管理者制度に関する規定

を加えます。平成２８年４月に、蹉跎図書館及び牧野図書

館におきまして指定管理者制度の導入を予定しており、指

定管理者制度の導入に当たりましては、地方自治法第２４

４条の２の規定によりまして、条例で定める必要がありま

すので、枚方市立図書館条例に指定管理者制度の条項を追

加いたします。 

続きまして、損害賠償に関する規定を条例に加えます。

現在、施行規則のほうに規定しております、利用者による

図書館資料等の破損等に対する賠償の規定と免除につき

ましては、地方公共団体の権利の放棄に該当いたしまし

て、条例に規定する必要があるため、損害賠償に関する条

項を本条例に追加させていただきます。それに伴いまし

て、施行規則からはその条項について削除するということ

になります。これらにつきましては、また６月定例月議会

に上程して、可決いただきたいと考えております。 

条例改正につきましては、以上となります。 

 

今の報告は、６月の市議会等での議案として提出される

という報告ですね。条例等の改正等、詳細が決まった時点

で、改めて委員のほうに報告をお願いします。 

 

それに対して希望を言うことはできませんか。その条例

を立案して、議会、理事会にかけられるということに関し

て、この社会教育委員会は意見を申し上げることはできな

いんですかね。 

 

それは、どのような内容になりますでしょうか。 

 

この指定管理者制度の導入というようなことは、この委

員会の決めることではないかもしれませんが、図書館の条

例を決めるということがかかっているわけですから、図書

館の条例にはこの２つだけではなくて、例えばこういうも

のを管理していく図書館協議会とか、そういったものを兼

ね備えないと、こういうものの遂行がしにくいと思うんで

すけれども、そういったご用意をお願いすることはできま

せんか。意見としてでもいいですが、申しておきたいと思

いますね。新しいことを行うわけですから、いわゆる委員

会のサポートがあったほうがいいと思うんです。 
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条例の改正につきましては、今回必要な部分の条例改

正、またそれにあわせて施行規則を改正させていただくと

いうことで予定しております。今、志保田先生がおっしゃ

っていただいた図書館協議会の設置をあわせてというこ

とかと存じますけれども、私どもといたしましては、図書

館の運営につきまして必要な意見をおっしゃっていただ

くというのは、それは大変重要なことであると考えており

ます。その場合につきましては、この社会教育委員会議で

行っていただいておると考えておりますし、今後もそのよ

うな形で考えていきたいというのが今のところの我々の

考え方でございます。 

 

希望として申し上げておきます。 

 

では、そういうことでよろしくお願いします。他の報告

等は、事務局からありますか。 

 

次回の委員会議につきましては、７月ごろを予定してお

ります。後日改めまして、次回の日程調整のためのアンケ

ートを実施させていただきますので、ご回答いただけます

ようよろしくお願いいたします。 

アンケート結果を踏まえまして、議長、副議長と日程等

を協議させていただいた上で、次回日程等につきましてご

案内させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。ご報告は以上でございます。 

 

では、以上をもちまして、本日の社会教育委員会議を終

了といたします。皆さんお疲れ様でした。ありがとうござ

いました。 

 

 

 


